
令 和 2 年 5 月 2 6 日 

保護者の皆様へ 

株式会社ビックカメラ 

 

緊急事態宣言解除後の保育園の対応について 

 

平素より BicKids の保育事業にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

 また、令和 2 年 4 月 10 日（金）からの臨時休園におきましては、多くの保護者の皆様に

ご自宅での保育にご理解をいただき心よりお礼を申し上げます。 

 さて、国においては、改正新型インフルエンザ対策特別措置法第 32 条に基づく緊急事態

宣言が昨日解除されました。 

今後の対応につきましては下記のとおりといたしますのでお知らせいたします。 

新型コロナウィルス感染症に関しては、緊急事態宣言が解除された後も予断を許さない

状況が続き、今後も感染の予防・拡大防止に十分留意した取組が求められます。保護者の皆

様には引き続きご負担をお掛けすることになりますが、ご理解、ご協力いただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

1. 臨時休園の期間について 

令和 2 年５月 31 日（日）まで臨時休園を継続します。 

 

2. 保育園の再開と登園自粛の要請について 

令和 2 年 6 月 1 日（月）から保育園を再開します。 

ただし、引き続き基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があることなどから、 

再開後も当面の間は感染防止のため、仕事が休業等で自宅での保育が可能な方や仕事を

休んで家にいることが可能な方においては、登園を自粛していただきますよう要請いた

します。 

  なお、登園自粛要請は、豊島区の方針に基づき、当面は令和 2 年 6 月 30 日（火）まで

を予定しています。 

 

3. 保育園の運営について 

⑴ 保育園における感染防止対策 

保育の再開にあたっては、「保育所における感染症対策ガイドライン（2018 年改訂

版）」や厚生労働省通知などを踏まえ、引き続き徹底した感染防止対策を講じた上で、

適切な保育を実施してまいります。 

 なお、保育園における感染拡大防止の観点から、別途、保護者の皆様へ登園時の



お願いなどをお知らせさせていただきます。 

⑵ ６月 1 日以降の給食の取り扱い 

6 月 1 日から給食を再開いたします。 

 

4. 保育料について 

6 月 1 日以降の登園自粛要請にご協力いただいた場合（5 月 30 日までに申し出）は、 

登園自粛日数に応じて保育料が日割り計算されます。 

 

5. その他 

BicKids では出来る限りの感染防止対策に努めてまいりますが、新型コロナウィルス 

感染者が発生した場合には、臨時休園することになります。 

 

【お問い合わせ先】 

株式会社ビックカメラ 人事部ダイバーシティ推進室 

０３－６９０７－１１５５ 

以上 

 


